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【別紙】 

 

１ 当事者の概要 

(1) 被申立人Ｙは、情報の電磁的流通・電波の利用に関する技術の研究開発、高度通

信・放送研究開発を行う者に対する支援、通信・放送事業分野に属する事業の振興等

を行う国立研究開発法人である。本件結審時における職員数は、約 1,000 名である。 

(2) 申立人Ｘは、個人加入のいわゆる合同労組であり、中小企業に働く労働者などを

中心に組織する労働組合である。本件結審時における組合員数は、約 900 名である。

Ｙにおける組合員数は、２名である。 

 

２ 事件の概要 

(1) Ａ１は平成 18 年から、Ａ２（以下、Ａ１と併せて「Ａ１ら」という。）は 19 年

から、被申立人Ｙが行う委託研究に関する経理検査業務に派遣社員として従事してい

た。 

21 年４月１日、ＹとＡ１らとは、当時進行中であったＹにおける中期計画（５年間）

の終期（22 年度末）を最終更新限度とする１年間の有期雇用契約を締結し、22 年４月

１日にこの契約は更新された。23 年３月末は上記中期計画の終期であったため、Ｙは

更新ではなく公募を経た上で、Ａ１らを採用し、23 年４月１日、ＹとＡ１らとは、新

たな中期計画の終期（27 年度末）を最終更新限度とする１年間の有期雇用契約を締結

し、同契約は 24 年度から 27 年度まで更新された。Ａ１らは、21 年度から 27 年度末

までの間、産学連携部門の委託研究推進室にて経理検査業務に一貫して従事した。 

Ｙは、28 年４月１日以降に勤務する委託研究推進室の有期雇用職員については、公募

により採用することとした（以下「28 年度公募」という。）。 

27 年 11 月 13 日、申立人Ｘは、Ｙに対し、Ａ１らの組合加入を通知するとともに、Ａ

１らの 28年度以降の雇用確保や 27年９月 30日にＢマネージャーがＡ１らに対して自

分の出したメールによる指示に従うよう求めた言動（以下「本件行為」という。）は、

理由なく大声でどう喝・叱責したものでありパワハラに当たること等を議題とする団

体交渉を申し入れた。 

28 年２月、Ｙにおいて、28 年度公募が行われ、Ａ１らはこれに応募したものの、不採

用となり、３月 31 日付けでＹとＡ１らとの前記雇用契約は期間満了により終了した。 

27 年 12 月１日から 28 年５月 30 日まで、ＸとＹとの団体交渉は６回行われた。６回

の団体交渉において、Ｙは、Ａ１らとの雇用契約は 28 年３月 31 日までであり、４月

１日以降の有期雇用職員は 28 年度公募により採用するため、Ａ１らとの契約更新には

応じられない、管理職に聞き取り調査をしたが、本件行為がパワハラであるとは認め

られなかったと回答した。Ｘは、Ａ１らが不採用となった理由について説明するよう

求めたところ、Ｙは、公募内容に照らして、必要とする人材について総合的に審査し

た結果であると説明した。また、Ｘは、パワハラの調査手法が公正ではないと非難す

るとともに、管理職以外からの聞き取り調査や、パワハラの当事者であるＢ１マネー

ジャーの団体交渉出席を求めたが、Ｙはこれに応じなかった。 

(2) 本件は、①Ｙが、28 年４月１日以降、Ａ１らを雇用しなかったことは、組合員

であるが故の不利益取扱いに当たるか否か（争点１）、②ＸがＹに申し入れた、パワハ

ラ及び組合員の不採用理由に係る団体交渉におけるＹの対応が、不誠実な団体交渉に

当たるか否か（争点２）が争われた事件である。 
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３ 主文の要旨 

(1) 管理職が組合員に対して行った言動がパワハラに当たるか否かについて、Ｘが団

体交渉を申し入れたときは、管理職以外の職員からも聞き取り調査を行うなど必要な

調査を実施するとともに、調査方法及び調査結果を具体的に説明するなどして、団体

交渉に誠実に応じること。 

(2) 文書掲示及び交付（パワハラに係るＹの対応が不当労働行為であることの確認。

今後、このような行為を繰り返さないよう留意すること。） 

(3) (2)の履行報告 

(4) その余の申立ての棄却 

 

４ 判断の要旨 

 (1) Ｙが、28 年４月１日以降、Ａ１らを雇用しなかったことは、組合員であるが故

の不利益取扱いに当たるか否かについて（争点１） 

① ㋐Ａ１らが所属する委託研究推進室の一般職有期雇用職員は、27 年度に８名だっ

たところ、28 年度公募では募集人数が３名に減員されたこと、㋑28 年度公募の結果、

Ａ１らが不採用となり、Ｙから組合員が一掃される結果となったことからみれば、Ｙ

が組合員であることを理由としてＡ１らを不採用としたとＸが疑いを抱くのも無理か

らぬことである。 

② しかしながら、Ａ１らと同じく 27 年度においてＹで勤務していた一般職有期雇用

職員のうち、28 年度公募において雇用継続を希望した者の約１割がＹに採用されてお

らず、Ｙでの雇用実績があるＡ１らが 28 年度公募で不採用となっても、Ｙの一般職有

期雇用職員に係る労務政策上、必ずしも不自然な取扱いであるとまではいえない。 

また、委託研究推進室においては、ＹがＡ１らの組合加入を認識する以前から、28 年

度以降の業務体制の変更を検討しており、それまでＡ１らが担当してきた経理検査業

務についても、ベテランである同人らの経験や実績のみに頼ることのない組織体制作

りを模索していたことがうかがえる。 

  ③ Ｙは、Ａ１らの組合加入を認識する以前から、28 年度以降の経理検査の業務

体制変更を検討し、28 年度以降、Ａ１らを含む委託研究推進室における一般職有期雇

用職員の採用数を絞ろうとしていたことが認められるのであり、一方、Ｙが、Ａ１ら

が組合員であることやその組合活動を理由として、同人らの公募不採用を決定するに

至ったことをうかがわせる事情は、特段見当たらないことから、Ａ１らの不採用が同

人らの組合加入を理由とするものとはいえない。 

(2)  ＸがＹに申し入れた、パワハラ及び組合員の不採用理由に係る団体交渉におけ

るＹの対応が、不誠実な団体交渉に当たるか否か（争点２） 

① Ｂ１マネージャーによるパワハラについて 

ア Ｙは、26 年９月に委託研究推進室の派遣社員がパワーハラスメントを受けたと申

告した際には、所定の対応窓口である総務部総務室がこれに対応し、総務室の指示に

よりＢ２室長及び産学連携部門統括が経理検査担当の職員全員から聞き取り調査を行

っているにもかかわらず、本件行為については、調査を行ったＢ２室長を除き、管理

職３名からしか聞き取り調査を実施しないまま、Ｂ１マネージャーが大声でどう喝・

叱責した事実はないと結論付け、同じ説明を繰り返している。 

本件行為は、管理職である上司から一般職員である部下に対しての業務指示に関する
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言動であるところ、一般職員を指導する立場にある他の管理職が、管理を受ける立場

にある一般職員の感覚を理解することは難しく、同じ立場にあるＢ１マネージャーの

言動を安易に容認しかねないであろうことは容易に推認することができる。そのため、

事実確認の手段としては、管理職３名のみの聞き取りでは不十分であり、現場にいた

他の職員からも聞き取り調査を行うべきであるとのＸの主張には相応の理由があった。 

イ Ｙは、Ｘから聞き取り調査が不十分であることを指摘されても、通常パワハラの

申告があった際には行っている、Ｙ所定のハラスメント対応窓口である総務部総務室

に調査を委ねることをしていなかったばかりか、調査の際、一般職員への聞き取りさ

え行っていなかったのであるから、このようなＹの対応は、不誠実な団体交渉に当た

るといわざるを得ない。 

② Ａ１らが公募で不採用となった理由について 

ア ㋐Ａ１らの業務内容には恒常性が認められること、㋑Ａ１らとＹとの有期雇用契

約は相当程度反復継続して行われていたこと、㋒Ｙにおける一般職有期雇用職員は、

実質的には中期計画に合わせて５年間勤務することが予定されており、かつ、28 年４

月１日採用を希望していた者の約９割が 28 年度公募を経てＹに採用されているなど、

公募に応募することにより引き続き勤務を継続している者が多い状態であったこと、

㋓Ｙ自身も、公募による新たな雇用契約を締結することで「実質５年を超えることが

可能である」旨を説明していたことを踏まえると、少なくともＸが団体交渉を申し入

れた時点において、Ａ１らにおいて、28 年度公募に応募することにより新たな雇用契

約が締結され、引き続き経理検査業務に従事することができるものと期待することに

ついては、相応の理由があった。   

上記事実を踏まえると、これまでＹと全く雇用関係になかった 28 年度公募応募者の不

採用について団体交渉申入れを受けた場合とは異なり、Ｙは、Ｘに対し、従前雇用関

係にあったＡ１らが公募により採用されなかった理由について、相応の説明をしなけ

ればならない立場にあった。 

イ 公募は、雇止めの場合とは異なり、特定の人物が更新基準を満たしたかを判断す

るのではなく、一定の採用基準の下で、応募者の中の上位の者から採用する採用選考

であるところ、面接試験の評価基準や採点結果が明らかとなった場合、将来の応募者

が様々な対策を講じるなどすることにより、面接試験における応募者の人物評価を適

切に行うことができなくなるおそれがある。Ｙにおける今後の公正・円滑な採用活動

への影響を踏まえると、評価基準やＡ１らの採点結果そのものを説明することは困難

であった。 

ウ Ｙは、Ａ１らの不採用理由について、「今回の募集内容に照らして、必要とする人

材について総合的に審査した結果である。業務経験、知識のみならず、業務内容や応

募要件の全般、その他面接において一般的に考慮される面も含めて審査をしており、

比較の結果、他の応募者が総合的に優れているということで判断した。」と回答してお

り、Ｘは、これを曖昧な説明であると主張する。 

しかし、不採用理由を具体的に説明した場合、応募者の業務遂行能力や資質等の検証

の対象項目や評価の在り方、そして面接試験の傾向ないし職員採用基準等について一

定程度推知される結果となるため、今後の採用活動に影響を及ぼすおそれが認められ、

Ｙにおける不採用理由の説明がある程度抽象的なものとなるのは無理からぬことであ

る。 

その一方、Ｙは、上記説明に加え、28 年度公募では、Ａ１らが採用された 23 年度公
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募とは採用方針が異なり、経理検査業務だけではなく、委託業務全般に係る知識や能

力が求められており、経理検査業務の経験のみで採否判断していないことも繰り返し

説明しており、Ａ１らのこれまでの経理検査業務の経験が公募で必ずしも有利に働か

なかった事情を一応は伝えている。 

エ Ｙは、Ｘからの指摘や質問に対し、㋐一般職有期雇用職員の募集人数を３名とし

た理由は、外注を増加させることにより経理検査業務の業務量を減らすとともに、出

向者を増やしたためであること、㋑28 年度公募人数が 27 年度よりも３名以上減員と

なった部署が、委託研究推進室を含め８部署あること、㋒公募人数の減員を事前に知

らせなかったのは、外部からの応募者との公平性を保つためであること、㋓Ａ１らが

パワハラ問題の加害当事者であると訴えている職員については、選定結果に疑念を生

むことのないようにとの判断から面接官とすることを避けたことを説明している。 

このように、Ｙは、委託研究推進室の業務体制変更自体がＡ１らを職場から排除する

目的でなされたものであり、28 年度公募は公正に行われなかったのではないかとのＸ

の疑念に対して、適宜できる限りの回答をすることにより説明を行っている。 

オ 以上のとおり、Ｙは、Ａ１らの不採用に対するＸの疑念に正面から答えたとはい

えなくても、Ｘの指摘や質問には可能な範囲で説明や回答を行っており、28 年度公募

では、募集内容や採用方針に照らして、Ａ１らのこれまでの経理検査業務の経験が公

募で必ずしも有利に働かなかったことや、委託研究推進室の公募人数が３名に減員と

なった理由など、Ａ１らの不採用に係る事情について相応の説明はしている。Ｙの対

応が不誠実であるとまでいうことはできない。 

 

５ 命令交付の経過 

(1) 申立年月日     平成 28 年１月 25 日 

(2) 公益委員会議の合議  平成 30 年１月 23 日、同年２月 20 日 

(3) 命令書交付日     平成 30 年３月 22 日 


